
令 和 ８ 年 ５ 月 1 3 日  

山形県健康福祉部健康福祉企画課 

  

報 道 関 係 者 各 位  
 

水痘患者数増加に伴う注意喚起について 
 

  山形県感染症発生動向調査令和８年第 19 週（５月４日～５月 10 日）における小児科

定点医療機関（県内 25機関）からの水痘患者報告数が、一定点医療機関あたり１．２４

となり、注意報レベル（参考値）（一定点あたり１）以上の患者数となりました。 

つきましては、県民の皆様への注意喚起に御協力くださるようお願いいたします。 

１ 最近の定点あたりの患者報告数               

 第 17週 
(4/20～4/26) 

第 18週 
(4/27～5/3) 

第 19週 
（5/4～5/10） 

山形県 ０.６９  ０.２７ １.２４ 

 山形市 － － ０.６７ 

 村 山 １.１４ ０.２９ １.４３ 

 最 上 １.３３ － ４.００ 

 置 賜 － － － 

 庄 内 ０.８６ ０.７１ １.２９ 

全 国 ０.３８ ０.３８ 集計中 
 

２ 水痘について 

・水痘は、「みずぼうそう」とも呼ばれ、発熱と全身に現れる発疹を特徴とし、約２週 

 間の潜伏期間（10～21日）を経て発症します。 

・接触感染、飛沫感染、空気感染によりヒトからヒトへ感染します。 

・抵抗力の弱い乳幼児や成人が感染した場合は重症化するリスクが高いので注意が必要 

です。 
 
３ 水痘の予防について 

ワクチンの接種が最も有効な予防策です。平成 26 年 10 月から、水痘ワクチンは定期

の予防接種の対象となっています。 

（定期接種対象者）生後 12か月から生後 36か月に至るまでの間にある方（２回接種） 
 

４ 水痘の発生状況                                     （単位：人） 

   〇前回、注意報レベルに達した日 

    令和８年第７週（2/9～2/15） 一定点あたり１．０８ 

  

   

年 県内の年間報告数 

 

全国の年間報告数 うち 19週までの 
累積報告数 

Ｒ４ １４０ ４３ １２,５１１ 

Ｒ５ １５０ ４０ １６,２６２ 

Ｒ６ ３０３ ８２ ２８,３３０ 

Ｒ７ ４９８ ２０３ ４１,８３９ 

Ｒ８ － ３０１ 集計中 

問合せ先 健康福祉部健康福祉企画課 

課長補佐 白幡 史生  

０２３－６３０－２２９２ 

広 報 監 健康福祉部次長 後藤 真典 


